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福井県 
自治会館

201 号室 

議案上程 
採決 
閉会 

 



 －1－

平成１９年３月定例会 

第１回福井県後期高齢者医療広域連合議会会議録 

平成１９年３月２９日（木曜日）午後２時２分開議 

 

平成１９年３月２９日、第１回定例会が福

井県自治会館２０１号室（議場）に招集さ

れたので、会議を開いた。 

 

○議事日程 

日程 １ 議長の選挙について 
 
日程 ２  議席の指定について 
 
日程 ３  会議録署名議員の指名について 
 
日程 ４  会期の決定について 
 
日程 ５ 副議長の選挙について 
 
日程 ６ 選挙管理委員会委員及び補充員

の選挙について 
 

日程 ７ 第１号連合会案 福井県後期高齢者

医療広域連合議会

会議規則の制定に

ついて 

 

日程 ８ 第２号連合会案 福井県後期高齢者

医療広域連合議会

傍聴規則の制定に

ついて 

 

日程 ９ 第３号連合会案 福井県後期高齢者

医療広域連合議会

事務局設置条例の

制定について 

 

日程１０ 第４号連合会案 福井県後期高齢者

医療広域連合長専      

決処分事項の指定

について 

 

日程１１ 第１号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合副広

域連合長の選任に

つき議会の同意を

求めることについ

て 

 

日程１２ 第２号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合副広

域連合長の選任に

つき議会の同意を

求めることについ

て 

 

日程１３ 第３号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合監査

委員の選任につき

議会の同意を求め

ることについて 

 

日程１４ 第４号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合監査

委員の選任につき

議会の同意を求め

ることについて 

 
日程１５ 第５号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合監査
委員条例の制定に
ついて 

 
日程１６ 第６号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合情報
公開条例の制定に
ついて 

 

日程１７ 第７号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合個人

情報保護条例の制

定について 

 



 －2－

日程１８ 第８号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合情報

公開・個人情報保

護審査会条例の制

定について 

 

日程１９ 第９号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合人事

行政の運営等の状

況の公表に関する

条例の制定につい

て 

 

日程２０ 第１０号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合職員

の育児休業等に関

する条例の制定に

ついて 

 

日程２１ 第１１号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合特別

職の職員等の報酬

及び費用弁償等に

関する条例の制定

について 

 

日程２２ 第１２号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合の財

政状況の作成及び

公表に関する条例

の制定について 

 

日程２３ 第１３号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合長期

継続契約を締結す

ることができる契

約に関する条例の

制定について 

 

日程２４ 第１４号議案 福井県市町総合事
務組合への加入に
ついて 

 

日程２５ 第１５号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合と福

井県との間の公平

委員会への事務委

託について 

 

日程２６ 第１６号議案 指定金融機関の設
置について 

 
日程２７ 第１７号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合広域
計画の策定につい
て 

 
日程２８ 第１８号議案 平成１９年度福井

県後期高齢者医療
広域連合一般会計
予算 

 

日程２９ 第１号報告 専決処分の承認を

求めることについ

て（平成１８年度

福井県後期高齢者

医療広域連合一般

会計予算） 

 

日程３０ 第２号報告 専決処分の承認を

求めることについ

て（福井県後期高

齢者医療広域連合

の休日を定める条

例ほか９条例の制

定について） 

 

 
○出席議員 

１番 木橋 正昭君 ２番 立石 武志君 

３番 木下  章君 ４番 清水  宏君 

５番 森口 忠俊君 ６番 藤本  誠君 

７番 辻 健一郎君 ８番 玉邑 哲雄君 

９番 佐々木敏幸君 10番 佐々木富基君 

11番 福田 修治君 12番 渡辺  恵君 

13番 西嶋 久夫君 14番 内藤 博男君 

15番 北山 謙治君 16番 砂子 三郎君 

17番 酒井 英夫君 18番 西岡 紀夫君 

19番 山川  豊君 20番 松山 俊弘君 

21番 山口 清盛君 22番 近藤 高昭君 

23番 上田  誠君 
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○欠席議員（０人） 

 
 

○事務局出席職員 

事 務 局 長 田 中 嘉 久 

事務局次長 稲 葉 重 和 

次 長 補 佐 西 川 一 栄 

主   査 長 谷 川 正 広 

主   査 中 村 弘 和 

主   査 中 島 正 登 

 

○説明のため出席した者 

広域連合長 坂 川  優 君  

 

【田中事務局長】  事務局長の田中でご

ざいます。本定例会は、福井県後期高齢者

医療広域連合発足後、初めての議会であり

ます。 

 議長が選挙されるまでの間、地方自治法

第１０７条の規定によりまして、出席議員

の中で、年長議員が臨時に議長の職務を行

うこととなっております。年長の木橋議員

をご紹介いたします。 

 それでは、木橋議員には議長席へご着席

願います。 

【木橋臨時議長】  ただいまご紹介をい

ただきました木橋でございます。 

 地方自治法第１０７条の規定により、臨

時議長の職務を行います。どうぞよろしく

お願いします。 

 ただいまの出席議員は２３人であります。

地方自治法第１１３条の規定により、定数

に達しております。よって、これより平成

１９年第１回福井県後期高齢者医療広域連

合議会定例会を開会いたします。 

 議事の進行につきましては、福井県後期

高齢者医療広域連合議会会議規則が、まだ

制定、公布されておりませんが、後ほど提

案されます会議規則案により、進行いたし

たいと思いますので、ご了承願います。 

 本日は、福井県後期高齢者医療広域連合

議会最初の議会招集に当たりまして、広域

連合長からあいさつしたい旨の申し出があ

りますので、これを許可いたします。 

 広域連合長、坂川優君。 

【坂川広域連合長】  本日ここに、福井

県後期高齢者医療広域連合議会の第１回定

例会が開催をされるに当たりまして、改め

て一言ごあいさつを申し上げます。 

 今回は、広域連合設立後、初めての第１

回の議会となるものでありまして、各市、

町の議会から選出をいただきました議員の

皆様方には、何かとご多用のところをご出

席いただき、議会の組織をはじめ、提案い

たしました各種案件のご審議をいただきま

すことを、心から厚く御礼を申し上げます。 

 ご高承のごとく、福井県後期高齢者医療

広域連合は、去る２月１日、福井県知事の

設立許可をいただき、設立をいたしたとこ

ろでございます。 

 議員各位には広域連合の設立のために、
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各市議会、町議会におかれまして、格別の

ご指導、ご協力を賜り、そのお力添えに深

く感謝を申し上げるところであります。 

 また、同日開催をされました市長町長会

議におきまして、広域連合長の選出が行わ

れ、不肖私が、その大任を担わせていただ

くこととなりました。県内のすべての市と

町で構成をされる広域連合の設立は、福井

県で初めての取り組みであり、後期高齢者

１２万人の医療・保険制度の運営責任の重

大さを痛感いたしているところであります。 

 ２１世紀に入り、我が国は、超少子高齢

化社会の到来を迎えようとしております。

一方で、高齢者人口の増加や医療技術の進

歩に伴い、老人医療費が急速に増大をいた

しており、公的医療制度を担う国や地方の

財政は、今後ますます厳しさを増してくる

ものと予想をされております。 

 こうした中におきまして、広域連合によ

る後期高齢者医療制度の運用は、福井県全

域を単位とする広域化により、健全な財政

運用を図り、安定した保険運用を目指すも

のであります。 

 迫り来る高齢化社会に備え、公的医療制

度全体の将来を見据えた、画期的で重要な

取り組みとなるものと考えております。こ

のためにも、平成２０年度から、後期高齢

者の方々に信頼される後期高齢者医療制度

の、円滑かつ着実な運用開始を図ることが、

私どもの広域連合にとって、当面の最大の

課題であり、また使命であります。 

 多くの難しい問題が山積をしているとこ

ろでありますが、窓口業務を担う市、町と

緊密な連携、協力を図るとともに、皆様方

と力を合わせ、運営責任を果たせるよう全

力を尽くしてまいる所存であります。 

 今後とも、議員各位の一層のご指導とご

鞭撻をお願い申し上げまして、簡単措辞で

はございますが、招集に当たりましてのご

あいさつとさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

【木橋臨時議長】  これより、本日の会

議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりと

なっております。 

 仮議席の指定を行います。 

 仮議席はただいまご着席の議席といたし

ます。 

 日程１、議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

１１８条第２項の規定により、指名推選に

よりたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【木橋臨時議長】  異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指
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名することにいたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【木橋臨時議長】  ご異議なしと認めま

す。 

 よって、議長において指名することに決

定いたしました。 

 福井県後期高齢者医療広域連合議会議長

に、山口清盛君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました

山口清盛君を、福井県後期高齢者医療広域

連合議会議長の当選人と定めることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【木橋臨時議長】  ご異議なしと認めま

す。 

 よって、ただいま指名いたしました山口

清盛君が、福井県後期高齢者医療広域連合

議会議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました山口清盛

君が議場におられますので、本席から当選

を告知いたします。 

 当選人のごあいさつをお願いいたします。 

 山口清盛君。 

【山口議長】  ただいま、議長という重

い重い荷物を背負いまして、福井県市町議

会団を代表いたしまして、私が指名された

ことに対しまして、心から厚く御礼申し上

げます。 

 議長就任に当たり、一言ごあいさつを申

し上げます。 

 このたび、議員各位のご推挙をいただき

まして、福井県後期高齢者医療広域連合が

設立されて最初の記念すべき第１回定例会

において、初代の広域連合議会議長につか

せていただきますことは、まことに身に余

る光栄であります。その責務の重大さに身

が引き締まる思いでございます。 

 超少子高齢化社会の到来を前にして、高

齢者の皆さんが安心して安定したサービス

を受けることができる医療保険制度の確立

が必要不可欠であります。そのためにも、

今般の後期高齢者医療制度の創設はまさに

時期を得たものであり、その運営主体とな

る広域連合の役割は極めて重大なものがあ

ります。 

 平成２０年から制度運用に向けて解決す

べき課題が山積みされておりますが、議会

といたしましても、諸課題に真摯に取り組

んでいかなければならないと考えておりま

す。 

 もとより、浅学非才の身でありますが、

皆様方の温かいご指導、ご鞭撻を賜りまし

て、公正で円滑な議会運営に心がけ、県民、

市民、町民、そして後期高齢者の皆さん方

のご理解とご信頼をいただけるよう、誠心

誠意努力してまいる所存でございます。 

 何とぞ皆様方のご協力を賜りますようお

願いを申し上げまして、就任のごあいさつ
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とさせていただきます。どうもありがとう

ございました。 

【木橋臨時議長】  議長が選挙されまし

たので、私の職務は終了いたしました。 

 ご協力ありがとうございました。議長と

交代いたします。 

 議長は議長席にお着き願います。 

【山口議長】  これより、私が議長の職

務を務めさせていただきます。何とぞ今後

ともよろしくお願い申し上げます。 

 議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

 日程２、議席の指定を行います。 

 議席は議長において指名いたします。 

 議席はただいまご着席の議席といたしま

す。 

 以上で、議席の指定を終わります。 

 日程３、会議録署名議員の指名を行いま

す。 

 会議録署名議員は、議長において１番木

下章君、２番立石武志君のご両名を指名い

たします。 

 日程４、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日１日限りとした

いと思います。これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の者あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日１日限り

と決定いたしました。 

 日程５、副議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

１１８条第２項の規定により、指名推選に

よりたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指

名することにしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決

定いたしました。 

 福井県後期高齢者医療広域連合議会副議

長に、渡辺恵君を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名いたしました

渡辺恵君を、福井県後期高齢者医療広域連

合議会副議長の当選人と定めることにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました渡辺

恵君が、福井県後期高齢者医療広域連合議
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会副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました渡辺恵

君が議場におられますので、本席から当選

を告知します。 

 当選人のごあいさつをお願いいたします。 

 渡辺恵君。 

【渡辺副議長】  ただいま、議員各位か

らご推挙をいただきまして、副議長に選任

を受けました越前町議会議長の渡辺でござ

います。議長の補佐役として、精いっぱい

務めてまいりたいと思います。よろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

【山口議長】  日程６、選挙管理委員会

委員及び同補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

１１８条第２項の規定により、指名推選に

よりたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指

名したいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決

定しました。 

 選挙管理委員には、敦賀市、坂東佐喜子

君、鯖江市、飛田文夫君、永平寺町、中谷

英樹君、以上の３名の方をご指名いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 ただいま、議長が指名しました坂東佐喜

子君、飛田文夫君、中谷英樹君を、選挙管

理委員会委員の当選人とすることにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました坂東

佐喜子君、飛田文夫君、中谷英樹君が、選

挙管理委員会委員に当選されました。 

 続きまして、選挙管理委員会補充員には、

敦賀市、桃井泰朝君、鯖江市、斉藤啓介君、

永平寺町、田原豊数君、以上の３名の方を

指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま、議長が指名しました桃井泰朝

君、斉藤啓介君、田原豊数君を、選挙管理

委員会補充員の当選人とすることにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました桃井

泰朝君、斉藤啓介君、田原豊数君が、選挙

管理委員会補充員に当選されました。 

 次に、補充の順序につきましてお諮りし
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ます。 

 補充の順序は、ただいま議長が指名いた

しました順序にいたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、補充の順序はただいま議長が指

名しました順序に決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 審議の都合上、日程７、第１号連合会案

から、日程１０、第４号連合会案まで、以

上４件を一括議題といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、日程７、第１号連合会案から、

日程１０、第４号連合会案までの４案を一

括して議題といたします。 

 本４案につきましては、地方自治法の関

係規定により、当広域連合議会の運営に関

する一般的な手続及び内部規律等を定めた

会議規則、議会の傍聴に関する事項を定め

た傍聴規則、議会の事務を処理する議会事

務局設置条例、及び地方自治法の関係規定

により、議会の権限に属する軽易な事項の

うち、広域連合長において専決処分するこ

とができる事項を規定するものでございま

す。 

 ここでお諮りします。 

 第４案につきましては、さきの全員協議

会の協議の結果、会議規則第３７条第２項

に基づき、提案理由の説明を省略したいと

思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、提案理由の説明を省略すること

に決しました。 

 ４案に対する質疑に入ります。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【山口議長】  質疑を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本４案については原案どおり決すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、第１号連合会案、第２号連合会

案、第３号連合会案、第４号連合会案の４

案はいずれも原案どおり可決されました。 

 ありがとうございます。 

 次に、日程１１、第１号議案、福井県後

期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任

につきまして議会の同意を求めることにつ

いて、を議題とします。 

 広域連合長から提案理由の説明を求めま

す。 

【坂川広域連合長】  ただいま上程をさ

れました第１号議案、福井県後期高齢者医

療広域連合副広域連合長の選任につき議会
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の同意を求めることにつきまして、提案理

由の説明を申し上げます。 

 福井県後期高齢者医療広域連合副広域連

合長につきましては、福井県後期高齢者医

療広域連合規約第１３条第１項に基づき、

広域連合の議会のご同意を得て選任するも

のでございます。 

 今回、今井理一君を選任いたしたく、議

会のご同意をお願いするものでございます。

同氏は地方自治に精通するとともに、人格、

識見ともに、副広域連合長としてまことに

適任と存じておりますので、よろしくご審

議の上、ご同意を賜りますようお願いを申

し上げます。 

【山口議長】  以上で、提案理由の説明

は終わります。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【山口議長】  質疑なしと認めます。 

 よって、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 これより採決いたします。 

 ただいま議題となっております第１号議

案、福井県後期高齢者医療広域連合副広域

連合長の選任につき議会の同意を求めるこ

とについては、今井理一君を選任すること

に同意を求められております。 

 これに同意することに、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、第１号議案は、今井理一君に同

意することに決定いたしました。 

 ここで、今井理一君、副広域連合長の出

席を求めることにします。 

（今井理一君入場、着席） 

 ご出席をいただきました、今井理一君、

副広域連合長からごあいさつをいただきま

す。 

【今井副広域連合長】  一言ごあいさつ

を申し上げます。 

 ただいま副広域連合長の選任につきまし

て、ご同意を賜りました今井でございます。 

 もとより微力でございますが、後期高齢

者の皆さんに信頼され、安心していただけ

る後期高齢者医療制度の運営を目指して、

誠心誠意務めてまいりたいというふうに考

えております。 

 どうか、議員の皆様方の格別のご支持、

ご鞭撻を賜りますように、心からお願いを

申し上げまして、就任のごあいさつにかえ

させていただきます。ありがとうございま

す。 

【山口議長】  ありがとうございました。 

 日程１２、第２号議案、福井県後期高齢

者医療広域連合副広域連合長の選任につき

議会の同意を求めることについて、を議題

といたします。 

 広域連合長の提案理由の説明を求めます。 



 －10－

【坂川広域連合長】  ただいま上程をさ

れました第２号議案、福井県後期高齢者医

療広域連合副広域連合長の選任につき議会

の同意を求めることにつきまして、提案理

由の説明を申し上げます。 

 福井県後期高齢者医療広域連合副広域連

合長につきましては、福井県後期高齢者医

療広域連合規約第１３条第１項に基づき、

広域連合の議会の同意を得て選任するもの

でございます。 

 今回、山岸正裕君を選任いたしたく、議

会のご同意をお願いするものでございます。

同氏は地方自治に精通するとともに、人格、

識見ともに、副広域連合長としてまことに

適任と存じております。よろしくご審議の

上、ご同意を賜りますようお願いを申し上

げます。 

【山口議長】  以上で、提案理由の説明

は終わります。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【山口議長】  質疑なしと認めます。 

 よって、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 これより採決いたします。 

 ただいまの議題となっております第２号

議案、福井県後期高齢者医療広域連合副広

域連合長の選任につき議会の同意を求める

ことについては、山岸正裕君を選任するこ

とに同意を求められております。 

 これに同意することに、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、第２号議案、山岸正裕君に同意

することに決定いたしました。 

 ここで、山岸正裕君、副広域連合長の出

席を求めることにします。 

（山岸正裕君入場、着席） 

 ご出席をいただきました、山岸正裕副広

域連合長からごあいさつをいただきます。 

【山岸副広域連合長】  ただいま選任を

いただきました副広域連合長の勝山市長の

山岸正裕でございます。 

 今後とも皆様方のご指導をいただきまし

て、一生懸命させていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【山口議長】  ありがとうございました。 

 次に、日程１３、第３号議案、福井県後

期高齢者医療広域連合監査委員の選任につ

き議会の同意を求めることについて、を議

題といたします。 

 広域連合長から提案理由の説明を求めま

す。 

【坂川広域連合長】  ただいま上程をさ

れました第３号議案、福井県後期高齢者医

療広域連合監査委員の選任につき議会の同

意を求めることにつきまして、提案理由の

説明を申し上げます。 
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 福井県後期高齢者医療広域連合監査委員

につきましては、福井県後期高齢者医療広

域連合規約第１８条第２項の規定に基づき、

広域連合の議会のご同意を得て選任するも

のでございます。 

 今回、識見を有する者から、坂井市丸岡

町石城戸町二丁目２５番地、田本光三君を

選任いたしたく、議会のご同意をお願いす

るものでございます。同氏は地方公共団体

の財務管理、事業の経営管理等に関しすぐ

れた識見を有し、人格ともに監査委員とし

てまことに適任と存じておりますので、よ

ろしくご審議の上、ご同意を賜りますよう

お願いを申し上げます。 

【山口議長】  以上で、提案理由の説明

は終わります。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【山口議長】  質疑なしと認めます。 

 よって、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 これより採決いたします。 

 ただいま議題となっております第３号議

案、福井県後期高齢者医療広域連合監査委

員の選任につき議会の同意を求めることに

ついては、田本光三君を選任することに同

意を求められております。 

 これに同意することに、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、第３号議案は、田本光三君に同

意することに決定いたしました。 

 ここで、田本光三君の出席を求めること

にします。 

（田本光三君入場、着席） 

 ただいま、福井県後期高齢者医療広域連

合監査委員の選任に同意を得られました田

本光三君からごあいさつをいただきます。 

【田本監査委員】  一言ごあいさつを申

し上げます。 

 ただいま監査委員として皆様からご同意

をいただきました、田本光三でございます。 

 もとより浅学非才でございますが、新し

い高齢者医療制度として創設をされました

当広域連合監査委員としての職務の重要性

につきまして十分認識をし、誠心誠意その

職務に精励したいと思いますので、何とぞ

議員の皆様からのご鞭撻、ご指導をお願い

したいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

【山口議長】  ありがとうございました。 

 次に、日程１４、第４号議案、福井県後

期高齢者医療広域連合監査委員の選任につ

き議会の同意を求めることについて、を議

題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、福

田修治君の退場を求めます。 

（福田修治君退席） 
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 広域連合長から提案理由の説明を求めま

す。 

【坂川広域連合長】  ただいま上程をさ

れました第４号議案、福井県後期高齢者医

療広域連合監査委員の選任につき議会の同

意を求めることにつきまして、提案理由の

説明を申し上げます。 

 福井県後期高齢者医療広域連合監査委員

につきましては、福井県後期高齢者医療広

域連合規約第１８条第２項の規定に基づき、

広域連合の議会のご同意を得て選任するも

のでございます。 

 今回、広域連合議会議員から、越前市国

府二丁目４－１６、福田修治君を選任いた

したく、議会のご同意をお願いするもので

ございます。同氏は平成５年５月に市議会

議員に当選されて以来、これまで旧武生市、

越前市の市政の発展に多大な尽力をされ、

地方公共団体の財務管理、事業の経営管理

等に関しすぐれた識見を有し、人格ともに

監査委員としてまことに適任と存じており

ますので、よろしくご審議の上、ご同意を

賜りますようお願いを申し上げます。 

【山口議長】  以上で、提案理由の説明

は終わります。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 質疑等はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【山口議長】  ご質疑なしと認めます。 

 よって、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 これより採決します。 

 ただいま議題となっております第４号議

案、福井県後期高齢者医療広域連合監査委

員の選任につき議会の同意を求めることに

ついては、福田修治君を選任することに同

意を求められております。 

 これに同意することに、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、第４号議案は、福田修治君に同

意することに決定いたしました。 

 福田修治君の入場を許可します。 

（福田修治君入場、着席） 

 ただいま、福井県後期高齢者医療広域連

合監査委員の選任に同意を得られました福

田修治君からごあいさつをいただきます。 

【福田監査委員】  一言お礼のごあいさ

つを申し上げます。 

 ただいま議会代表の監査委員ということ

で、議員各位のご同意を得ましたこと、ま

ことに厚くお礼申し上げます。 

 もとより微力でございますけれども、広

域連合の財政運営、保険運営が着実に円滑

に進められますよう、誠心誠意、監査委員

としてその職責を全うしてまいりたい、こ

のように思っております。 

 どうか、皆さん方のご指導とご鞭撻を賜

りますよう、心からお願いを申し上げまし
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て、一言お礼のごあいさつといたします。

まことにありがとうございました。 

【山口議長】  お諮りいたします。 

 審議の都合上、日程１５、第５号議案か

ら、日程２３、第１３号議案まで議案９件

を一括議題といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、日程１５、第５号議案から、日

程２３、第１３号議案まで議案９件を一括

議題とし、広域連合長から提案理由の説明

を求めます。 

【坂川広域連合長】  ただいま上程をさ

れました第５号議案から第１３号議案につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、それぞれ本広域連合設立に伴い、

所要の整備を行うものでありまして、監査

委員の職務などの規定をはじめ、本広域連

合が保有する公文書の情報公開、及び個人

情報の適正な取り扱いに関する必要な規定

を行うほか、本広域連合の一般職に係る育

児休業等、及び特別職等に係る報酬及び費

用弁償について定めるものでございます。 

 また、地方公務員法の規定に基づく本広

域連合の人事行政の運営等の状況等の公表、

地方自治法の規定に基づく本広域連合の財

政状況の公表のほか、契約期間が複数年と

される契約等に関する長期継続契約を締結

するための所要の規定を行い、その運営の

適正化を図るものでございます。 

 以上、９議案につきましてご説明を申し

上げましたので、よろしくお願いを申し上

げます。 

【山口議長】  事務局長。 

【田中事務局長】  ただいま上程されて

おります第５号議案から第１３号議案まで

一括して補足説明をいたします。 

 まず、第５号議案は、監査委員の職務及

び監査の方法など、監査委員に関し必要な

事項を地方自治法第２００条第２項及び第

６項並びに第２０２条の規定に基づき定め

るものでございます。 

 次に、第６号議案は、広域連合の情報公

開を進め、開かれた公正な事業の推進を図

るため、保有する公文書の公開に関する所

要の規定を定めるものでございます。 

 第７号議案は、広域連合の保有する個人

情報の適正な取り扱いに関する必要な規定

を行い、個人の権利・利益を保護するもの

でございます。 

 第８号議案は、福井県後期高齢者医療広

域連合情報公開条例及び個人保護条例の適

正な運用を図るため、情報公開・個人情報

保護審査会の設置に関し必要な事項を定め

るものでございます。 

 第９号議案は、地方公務員法第５８条の

２第３項の規定に基づき、広域連合の人事

行政の運営等の状況の公表に関し、必要な

事項を定めるものでございます。 
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 第１０号議案は、広域連合職員の育児休

業に関する規定について、地方公務員の育

児休業等に関する法律の規定に基づき、必

要な事項を定めるものでございます。 

 第１１号議案は、広域連合の議会議員な

ど、特別職の職員にかかわる報酬並びに費

用弁償について規定するものでございます。 

 第１２号議案は、地方自治法第２４３条

の３第１項の規定により、広域連合の財政

状況の作成及び公表に関し、必要な事項を

定めるものでございます。 

 第１３号議案は、地方自治法施行令第１

６７条の１７の規定に基づき、契約期間が

複数年とされる契約等の長期継続契約に関

する事項について、所要の規定を定めるも

のでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【山口議長】  以上で、議案９件の提案

理由の説明は終わりました。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【山口議長】  ご質疑なしと認めます。 

 よって、質疑は終結いたしました。 

 これより採決いたします。 

 第５号議案、福井県後期高齢者医療広域

連合監査委員条例、第６号議案、福井県後

期高齢者医療広域連合情報公開条例、第７

号議案、福井県後期高齢者医療広域連合個

人情報保護条例、第８号議案、福井県後期

高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保

護審査会条例、第９号議案、福井県後期高

齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例、第１０号議案、福井

県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業

等に関する条例、第１１号議案、福井県後

期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報

酬及び費用弁償等に関する条例、第１２号

議案、福井県後期高齢者医療広域連合の財

政状況の作成及び公表に関する条例、第１

３号議案、福井県後期高齢者医療広域連合

長期継続契約を締結することができる契約

に関する条例、以上、議案９件を一括採決

いたします。 

 原案のとおり可決することに、ご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、第５号議案から第１３号議案ま

で議案９件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 審議の都合上、日程２４、第１４号議案

から、日程２６、第１６号議案まで議案３

件を一括議題といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、日程２４、第１４号議案から、

日程２６、第１６号議案まで議案３件を一

括議題とし、広域連合長から提案理由の説
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明を求めます。 

【坂川広域連合長】  ただいま上程をさ

れました第１４号議案から第１６号議案に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案につきましては、本広域連合の非常

勤職員の公務上の災害等に関する補償につ

いて、福井県市町総合事務組合に加入する

ため、所要の提案をするもののほか、地方

公務員法の規定に基づき、公平委員会への

事務を福井県に委託するものでございます。 

 なお、広域連合の指定金融機関につきま

しては、株式会社福井銀行高木支店を指定

するものでございます。よろしくお願い申

し上げます。 

【山口議長】  事務局長。 

【田中事務局長】  ただいま上程されて

おります第１４号議案から第１６号議案に

ついて一括して補足説明いたします。 

 まず、第１４号議案は、広域連合議員そ

の他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤

による災害に対する補償事務について、福

井県市町総合事務組合に加入するものであ

ります。 

 第１５号議案は、地方公務員法第７条第

４項の規定に基づき、広域連合職員の人事

にかかわる公平委員会の事務を福井県に委

託するものでございます。 

 第１６号議案は、地方自治法第２３５条

第２項及び地方自治法施行令第１６８条第

２項の規定に基づき、広域連合の公金の出

納事務につきまして、株式会社福井銀行高

木支店をして、指定金融機関を設置するも

のでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【山口議長】  以上で、議案３件の提案

理由の説明は終わりました。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 ご質疑等はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【山口議長】  ご質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 第１４号議案から第１６号議案まで、原

案のとおり可決することに、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  異議なしと認めます。 

 よって、第１４号議案から第１６号議案

まで議案３件は原案どおり可決されました。 

 日程２７、第１７号議案、福井県後期高

齢者医療広域連合広域計画の策定について

を議題といたします。 

 広域連合長から提案理由の説明を求めま

す。 

【坂川広域連合長】  ただいま上程をさ

れました第１７号議案、福井県後期高齢者

医療広域連合広域計画の策定について、提

案理由の説明を申し上げます。 

 本広域計画につきましては、後期高齢者

医療制度の実施に関連して行う広域連合並
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びに構成市町の事務について、相互に役割

を分担しつつ、総合的かつ計画的な推進を

図るため、地方自治法第２９１条の７第１

項の規定に基づき、策定するものでござい

ます。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

【山口議長】  事務局長。 

【田中事務局長】  ただいま上程されて

おります第１７号議案、福井県後期高齢者

医療広域連合広域計画の策定につきまして、

補足説明をいたします。 

 広域計画につきましては、地方自治法第

２９１条の７第１項の規定に基づき、広域

連合の設置に当たり策定を義務づけられて

いるものでございます。 

 厚生労働省の指導を受けながら、構成市

町の意見をお聞きし策定したものでありま

して、後期高齢者医療制度の実施に当たっ

ての基本方針を示し、法令に基づき広域連

合及び構成市町が行う業務を明確にしてお

ります。この広域計画に基づきまして、構

成市町との緊密な連携協力のもと、将来に

わたって安定した計画性のある保険運営、

健全な財政運営を進め、後期高齢者の皆様

から信頼される広域連合の運営を図ってま

いります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【山口議長】  以上で、提案理由の説明

は終わりました。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【山口議長】  ご質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 第１７号議案、福井県後期高齢者医療広

域連合広域計画の策定について、原案のと

おり可決することに、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、第１７号議案は原案のとおり可

決されました。 

 日程２８、第１８号議案、平成１９年度

福井県後期高齢者医療広域連合一般会計予

算を議題といたします。 

 広域連合長からの提案理由の説明を求め

ます。 

【坂川広域連合長】  ただいま上程をさ

れました第１８号議案、平成１９年度福井

県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に

つきまして、提案理由の説明をいたします。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれに３億５６０万円と定めるもの

でございます。内容といたしましては、平

成２０年４月より開始をされます後期高齢

者医療制度に係るシステム等に係る経費、

及び広域連合の運営に係る一般経費が主な

ものでございます。 

 まず、歳入におきましては、第１款分担
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金及び負担金に構成市町からの負担金３億

５５９万８,０００円を計上いたしており

ます。 

 歳出におきましては、第１款議会費にお

いて、議員２３名に係る議会運営に要する

経費１５１万３,０００円を、第２款総務費

において、後期高齢者医療制度に係るシス

テム、被保険者証の一括交付に係る経費、

及び広域連合一般職に係る経費など、３億

２４３万３,０００円を計上し、予備費に１

６５万４,０００円を計上するものでござ

います。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

【山口議長】  事務局長。 

【田中事務局長】  第１８号議案、平成

１９年度福井県後期高齢者医療広域連合一

般会計予算について、補足説明いたします。 

 まず、歳入におきまして、第１款分担金

及び負担金に共通経費負担金としまして、

広域連合の一般経費に係る、福井県後期高

齢者医療広域連合規約第１９条第２項に基

づく、負担割合による構成市町の負担金３

億円、各市町に設置します端末機等の実費

負担金５５９万８,０００円を計上いたし

ております。 

 歳出におきましては、第１款議会費に議

員２３名に係る報酬、費用弁償ほか、議会

運営に要する経費１５１万３,０００円を

計上いたしております。 

 第２款総務費の第１項総務管理費に、県

からの派遣職員１名分の給与及び全派遣職

員１８名に係る手当等、それぞれ５７２万

３,０００円、１，５４４万８，０００円を、

また需用費に後期高齢者医療制度の周知パ

ンフレットの作成に係る印刷製本費１,０

５６万円を計上いたしました。 

 そのほか、被保険者証の送付のため、約

１２万件分の郵送郵便料としまして、通信

運搬費３,１４１万６,０００円を、委託料

としまして、後期高齢者医療制度のシステ

ム構築に係る経費２,８６０万円。使用料及

び賃借料としまして、後期高齢システムに

必要な機器の借上げ料３,７００万円ほか、

各市町からの派遣職員の給与分に係る派遣

市町への負担金１億２,３８４万８,０００

円を計上いたしております。 

 また、２項選挙費に選挙管理委員３名に

係る報酬ほか、選挙管理委員会に要する経

費としまして、１１万４,０００円を。３項

監査委員費に監査委員２名の活動に要する

経費９万８,０００円を含め、第２款総務費

に３億２４３万３,０００円を計上いたし

ております。 

 また、第３款予備費に１６５万４,０００

円を計上しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【山口議長】  以上で、提案理由の説明

は終わりました。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 ご質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

【山口議長】  質疑なしと認めます。 

 よって、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 これより採決いたします。 

 第１８号議案、平成１９年度福井県後期

高齢者医療広域連合一般会計予算を、原案

のとおり可決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、第１８号議案は原案のとおり可

決されました。 

 お諮りいたします。 

 審議の都合上、日程２９、第１号報告、

専決処分の承認を求めることについて、日

程３０、第２号報告、専決処分の承認を求

めることについての議案２件を一括議題と

いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 広域連合長より提案理由の説明を求めま

す。 

【坂川広域連合長】  それでは、ただい

ま上程をされました第１号報告、第２号報

告の提案理由をご説明申し上げます。 

 本案はそれぞれ、福井県後期高齢者医療

広域連合の設立に伴い、その組織運営並び

に事務局職員に係る基本事項について、去

る２月１日付で専決処分をいたしましたの

で、地方自治法の規定により報告をし、議

会のご承認をお願いするものでございます。 

 内容といたしましては、広域連合設立か

ら本年３月３１日までの２カ月間の広域連

合運営経費に係る平成１８年度一般会計予

算を１,４７２万１,０００円と定めたもの

でございます。また、本広域連合議会の定

例会の回数や、本広域連合の休日、公告式

の方法をはじめ、事務局の設置ほか職員に

かかわる服務及び給与等の勤務条件等につ

いての規定を定めたものでございます。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

【山口議長】  事務局長。 

【田中事務局長】  それでは、ただいま

上程されております第１号報告、第２号報

告につきまして、一括して補足説明いたし

ます。 

 当該案件は、それぞれ広域連合設立に伴

い、その組織運営並びに事務局職員に係る

基本条例について、去る２月１日付で広域

連合長の専決処分としてしたものでござい

ます。地方自治法の規定によりここに報告

し、ご承認を求めるものでございます。 

 第１号報告につきましては、平成１８年

度福井県後期高齢者医療広域連合一般会計

予算でございます。広域連合設立の２月１

日から本年３月３１日までの２カ月間に係

る広域連合運営経費など、歳入歳出の総額

を１,４７２万１,０００円と定めたもので
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ございます。 

 まず、歳入につきましては、第１款分担

金及び負担金に共通経費負担金といたしま

して、福井県後期高齢者医療広域連合規約

第１９条第２項の負担割合による各市町か

らの負担金１,４３０万９,０００円。 

 第２款国庫支出金といたしまして、広域

連合の事務経費に係る国庫支出金といたし

まして、広域連合の事務経費に係る老人医

療費適正化推進費補助金を対象経費の２分

の１となる４１万円を計上いたしておりま

す。 

 一方、歳出につきましては、第１款議会

費に、議員報酬など２３万７,０００円のほ

か、議会運営に要する経費５３万９,０００

円を。第２款総務費としまして、１項総務

管理費に、県からの派遣職員１名分の給与

及び全派遣職員１０人に係る手当等、それ

ぞれ９６万円と１１８万６,０００円。各種

条例の整備を行う例規作成委託料としまし

て１０７万６,０００円。広域連合事務所の

整備に係る備品の購入に１２２万円。各市

町からの派遣職員の給与分に係る派遣市町

への負担金、派遣職員負担金７２４万円を

計上しております。 

 また、２項選挙管理委員会費、及び３項

監査委員費に委員報酬、及び費用弁償など

それぞれ３万８,０００円、３万３,０００

円を計上し、第２款総務費１,４０９万２,

０００円といたしております。 

 また、第３款予備費に９万円を計上いた

しております。 

 次に、第２号報告につきましては、福井

県後期高齢者医療広域連合の休日を定める

条例ほか、９条例の制定にかかわる専決処

分としたものの報告と承認を求めるもので

ございます。 

 福井県後期高齢者医療広域連合の休日を

定める条例につきましては、広域連合の休

日に関して必要な事項を定めたものであり

ます。 

 また、福井県後期高齢者医療広域連合公

告式条例につきましては、地方自治法の規

定による条例規則等の公布の方法について

の規定を定めたものであります。福井県後

期高齢者医療広域連合議会の定例会条例に

つきましては、本広域連合の議会定例会の

回数を年２回と定めたものでございます。 

 以下、広域連合事務局の設置に関する条

例をはじめ、事務局員、職員に係る服務、

職務及び休日等の勤務条件等について規定

したものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【山口議長】  以上で、第１号報告、第

２号報告についての提案理由の説明は終わ

りました。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【山口議長】  ご質疑なしと認めます。 
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 よって、質疑を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 第１号報告、専決処分の承認を求めるこ

とについて、第２号報告、専決処分の承認

を求めることについて、以上議案２件を一

括採決いたします。 

 原案のとおり承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山口議長】  ご異議なしと認めます。 

 よって、第１号報告、第２号報告の議案

２件は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 以上で、本定例会に付託されました案件

の審査は、すべて終了いたしました。 

 広域連合長より発言の申し出があります

ので、これを許可いたします。 

 広域連合長、坂川優君。 

【坂川広域連合長】  ここに、平成１９

年第１回福井県後期高齢者医療広域連合議

会の定例会が閉会されるに当たり、一言御

礼を申し述べます。 

 議員の皆様方には極めてご多用の中をご

出席をいただき、長時間にわたり、提案い

たしました関係各議案について慎重なるご

審議をいただき、本日ここに妥当なるご決

議及びご同意をいただき心から厚く御礼を

申し上げます。 

 特にご意見等はございませんでしたが、

何とかしっかりやれよと、こんなふうに各

議員の皆様方から仰せをいただいたものと、

私受け取らせていただくところでございま

して、是非こうした各議員の皆様方、殊に

各議会で中心的役割を果たしていただいて

おります議員の皆様方のご意向ということ

は、福井県の市議会、町議会全体のご意向

と承りまして、こうした意味を責任を十分

に踏まえ、今後の後期高齢者医療制度の運

営に反映をさせてまいりたいと、かように

存じておりますので、どうかよろしく今後

ともご指導、ご鞭撻のほどを賜りたいと存

じます。 

 なお、先ほど、あと１カ月の命とかいう

ご発言がございました。統一地方選挙をお

控えになっていらっしゃる皆様方におかれ

ましては、どうかくれぐれも体調を整えい

ただきまして、さらにこの広域連合の発展

のために、ひとつ所期の目的を果たされま

して、また引き続き私どもとともにこの任

に当たっていただければ大変ありがたいと、

こんなふうに存じております。 

 議員の皆様方のご協力に心から感謝を申

し上げまして、御礼のごあいさつとさせて

いただきます。本日はまことにありがとう

ございました。 

【山口議長】  これをもちまして、平成

１９年度第１回福井県後期高齢者医療広域

連合議会定例会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでございました。 

午後 3 時 22 分 散会 
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